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1 はじめに

欧州指令 89/391/EEC[1] は労働者の安全と健康

(労働安全衛生)の促進のための枠組みを定めるもの

で、労働上のリスクの防止、安全と健康の保護、リ

スクや危険因子の除去、法律や慣行に基づく情報の

提供、協議、平等な参加、労働者やその代表の訓練

等に関する原則を定め、これらに関して雇用者に一

連の義務を負わせるものとなる。

この指令は全 EU加盟国で適用される共通の枠組

みを定めるが、労働者の安全と健康の保護のために

必要と判断された場合、国や分野などに応じてより

詳細な、あるいはより厳しい要求が定められるかも

知れない。

本稿ではこの指令、89/391/EEC[1] について、そ

の概要を解説する。

なお、本稿はその内容全てをカバーするものでは

なく、また正確であるとも限らないので、正確な情

報は指令そのもの [1] やその他の公式な資料を参照

されたい。

2 指令の概要

2.1 適用範囲 (第 2条)

(1) この指令は公的なものと私的なものの双方 (工

業、農業、商業、行政、公益事業、教育、文化、

娯楽など) の全ての活動分野に適用される。

(2) この指令は、軍や警察のような特定の公務活動、

あるいは市民保護サービスにおける特定の活動

の特有の性質からこの指令との対立が不可避な

場合には適用しない。†1

そのような場合も、この指令の目的に従い、労

働者の安全と健康は可能な限り確保する。

2.2 雇用者の義務

2.2.1 一般的な規定 (第 5条)

(1) 雇用者は労働に関係する全ての局面で労働者の

安全と健康を確かとする義務を負う。

(2) 雇用者がその義務の実施に関連して適格な外部

のサービスや人の協力を得る場合も雇用者の義

務は免除されない。

(3) 職場における安全と健康の分野での労働者の義

務は雇用者の義務の原則に影響しない。

†1 「労働者 (worker)」は軍人や警察官などを含み、その種の
要員も一般にはこの指令の対象となるだろうが、その種の機関
では要員を危険に曝すことが必要となることがある。
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(4) この指令は、その発生が雇用者の管理の範囲を

超える普通でなく予期されない状況に伴う、あ

るいは例外的な事象によるもので、適切な注意

を払ってもその帰結を回避できない場合に、加

盟国が雇用者の責任の除外や制限を設ける選択

肢を制限しない。

加盟国はこの選択肢を用いる必要はない。

2.2.2 雇用者の一般的な義務 (第 6条)

(1) 雇用者は、その責任の範囲で、職業上のリスク

の防止、情報と訓練の提供、また必要な組織と

手段の提供を含め、労働者の安全と健康の保護

のために必要な方策を講じる。

雇用者は、状況の変化を考慮して既存の状況の

改善を目指すためにそれらの方策を調整する必

要があることに注意を払う。

(2) 雇用者は以下の一般予防原則に基づいて上記の

方策を実施する:

(a) リスクの回避;

(b) 回避できないリスクの評価;

(c) リスクへの発生源での対処;

(d) 殊に作業場の設計、作業用機器の選択、ま

た作業や生産の方法の選択に関して、特

に単調な作業や固定の作業速度の緩和と

その健康への影響の低減の観点で、作業

を個人に適応させる;

(e) 技術的進歩に合わせる;

(f) 危険なものを危険でない、あるいは危険

性の低いものに置き換える;

(g) 技術、職場組織、作業条件、社会的関係、

また作業環境に関係する要因の影響をカ

バーする一貫した総合的な予防方針を策

定する;

(h) 個別の保護方策よりも集団的な保護方策

を優先する;

(i) 労働者に適切な指示を行なう。

(3) 雇用者はその組織や施設の活動の性質を考慮

して:

(a) 特に使用される作業機器、化学物質、あ

るいは薬剤の選択、また作業場所の用意

に際して、労働者の安全と健康へのリス

クを評価する。

この評価に引き続いて必要に応じて雇用

者が実施する予防方策、また作業/生産方

法は:

• 安全と健康に関して労働者に提供さ
れる保護の水準の改善を確かとし、

• その事業体や施設の全ての活動、か
つ全ての階層に組み込まれること。

(b) 労働者に業務を任せる際、健康と安全に

関わるその労働者の能力を考慮する。

(c) 新たな技術の計画と導入が、機器の選択、

作業条件、また作業環境の労働者の健康と

安全への影響に関して労働者かその代表

との協議の対象となることを確かとする。

(d) 深刻かつ特定の危険がある領域には適切

な指導を受けた労働者のみがアクセスで

きることを確かとするための適切な手順

を踏む。

(4) 複数の事業体が作業場所を共有する場合、安全、

健康、及び職場衛生の規定の実施に協力し、活

動の性質を考慮して職業上のリスクの保護と予

防に関する措置を協調させ、他の事業体やその

労働者、また労働者の代表にそれらのリスクに

ついて知らせる。

(5) 職場での安全、衛生、及び健康に関する方策は

いかなる場合も労働者に金銭的な負担をかけて

はならない。

2.2.3 保護と予防に関するサービス (第 7条)

(1) 雇用者はその事業体や施設における職業上のリ

スクの保護と予防に関係する活動の実施のため

に 1人以上の労働者を任命する。

(2) 任命された労働者は職業上のリスクの保護と予

防に関する活動を理由としていかなる不利益を

被ってもならない。
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任命された労働者はこの指令から生じる義務を

満足させるために適切な時間を与えられなけれ

ばならない。

(3) その事業体や施設内での適格な要員の欠如のた

めにそのような保護と防止の方策を組織化でき

ない場合、雇用者は適格な外部のサービスや人

の協力を得る。

(4) 雇用者がそのようなサービスや人の協力を得る

場合、労働者の安全と健康に影響することがわ

かっている、あるいは影響が疑われる要因を知

らせなければならず、また 第 10条の箇条 (2)

で参照される情報へのアクセスを与えなければ

ならない。

(5) 全ての場合、

• 任命された労働者は必要な能力と必要な
手段を持たねばならず、

• 助言を求められた外部のサービスや人は
必要な適性、また必要な個人的また専門

的手段を持たねばならず、また

• 任命された労働者や助言を求められた外
部のサービスや人は、その事業体や施設

の規模、労働者が曝されるハザード、そし

て事業体や施設全体にわたるその分布を

考慮して、保護と予防の方策の組織化を扱

うために充分な人数でなければならない。

(6) この条項の対象となる健康と安全のリスクから

の保護やその予防は労働者の代表 1人以上の、

あるいはその事業体や施設の内部のものであれ

外部のものであれ単一のサービスの、あるいは

別々のサービスの責任となる。

それらの労働者や機関は必要に応じて共同して

作業しなければならない。

(7) 加盟国は箇条 (1)で述べた方策の責任を適格な

雇用者自身が持てる事業体のカテゴリを事業体

の活動の性質や規模を考慮して規定できる。

(8) 加盟国は箇条 (5)で示された必要な能力や適性

を規定する。加盟国は箇条 (5)で示された充分

な人数を規定できる。

2.2.4 救急、消防、労働者の避難、深刻かつ切迫

した危険 (第 8条)

(1) 雇用者は、

• 活動の性質と事業体や施設の規模に見合っ
た、また存在する他の者を考慮し、応急

処置、消防、及び労働者の避難のために

必要な方策を講じ、

• 特に応急処置、救急医療、救助、及び消防
に関して外部サービスとの任意の必要な

連絡先を確保する。

(2) 雇用者は、特に応急処置、消防、及び労働者の

避難に関して、そのような方策の実施のために

必要な労働者を任命する。

(3) そのような労働者の人数、訓練、そして利用で

きる機器は活動や施設の規模や特定のハザード

を考慮して適切なものとする。

(4) 雇用者は、

(a) 深刻かつ切迫した危険に曝される、ある

いは曝されるかも知れない全ての労働者

に、関係するリスク、また保護のために行

なわれた、あるいは行なわれるべき手順

をできる限り速やかに知らせる;

(b) 深刻、切迫、かつ不可避な危険に際して、

労働者が作業を中止し、かつ/もしくはそ

の作業場所を即座に離れて安全な場所に

行けるような処置を講じ、また指示を与

える;

(c) 正当に立証された理由による例外的な場

合†2を除き、依然として深刻かつ切迫した

危険が存在する作業状況での作業の再開

を労働者に求めることを控える。

(5) 深刻、切迫、かつ不可避な危険に際して作業場

所や危険な区域から離れた労働者はその行動を

理由としていかなる不利益も受けてはならず、

国家法や慣行に従いいかなる有害で正当化され

ない結果からも保護されなければならない。

†2 例えば JCOや福島原発の原子力事故におけるいわゆる「決
死隊」の活動のように、その対応を行なわなければより重大な
被害が予期される事故を収束させるために危険な作業に要員を
送り込むような。
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(6) 雇用者は、全ての労働者が自身や他者の安全へ

の深刻かつ切迫した危険に際して、そして直属

の上位責任者に連絡できない場合、そのような

危険の結果の回避のためにその知識や利用可能

な技術的手段のもとで適切な手順を講じること

ができることを確かとする。

不注意に行動した、あるいはその役割の上で怠

慢があった場合を除き、そのような行動はいか

なる不利益ももたらしてはならない。

2.2.5 雇用者の様々な義務 (9条)

(1) 雇用者は:

(a) 特定のリスクに曝される労働者のグルー

プに対するものを含む、職場における安

全と健康に関するリスクのアセスメント

を行なう;

(b) 講じるべき保護方策の、そして必要な場

合は使用すべき保護機器の決定を行なう;

(c) 労働者が 3労働日を超えて労働に不適と

なった労働災害のリストを維持する;

(d) 労働者が受けた労働災害に関する報告書

を当局向けに、また国家法や慣行に従って

作成する。

(2) 加盟国は異なるカテゴリの事業体が上記に関係

する文書の作成に関して果たすべき義務を事業

体の活動の性質や規模を考慮して規定する。

2.2.6 労働者への情報 (第 10条)

(1) 雇用者は、その事業体や施設内の労働者やその

代表が、特に事業体や施設の規模が考慮されて

いるかも知れない国家法や慣行に従って以下の

事項に関係する必要な情報全てを受け取るよう

に適切な方策を講じる:

(a) その事業体や施設全般に、またそれぞれ

の作業場所や職務の双方に関係する、安

全と健康に関するリスク、また保護や予防

の手段や活動;

(b) 第 8条の箇条 (2) に従った方策。

(2) 雇用者は、その事業体や施設の中で労働に従事

する、事業体や施設の外部からの労働者の雇用

者が、国家法や慣行に従ってそれらの労働者に

提供されるべき上記の適切な情報を受けとるよ

うに適切な方策を講じる。

(3) 雇用者は、労働者の安全と健康の保護の上で特

定の役割を持つ労働者や労働者の安全と健康

の保護について特定の責任を持つ労働者の代表

が、その役割を果たすために、また国家法や慣

行に従い、以下の情報へのアクセスを持つよう

に適切な方策を講じる:

(a) 第 9条の箇条 (1)の (a)と (b)で述べられ

たリスク・アセスメントと保護方策;

(b) 第 9条の箇条 (1)の (c)と (d)で述べられ

たリストと報告書;

(c) 保護/予防方策、検査機関、また安全や健

康に責任を持つ機関から得られた情報。

2.2.7 労働者との協議と参加 (第 11条)

(1) 雇用者は労働者やその代表と協議し、また彼ら

が職場での安全と健康に関係する全ての事項に

関する議論に参加できるようにする:

これは以下のことを前提とする:

• 労働者の協議、

• 労働者やその代表が提案を行なう権利、

• 国家法や慣行に従ったバランスの取れた
参加。

(2) 職場における安全と健康に関して特定の責任

を持つ労働者や労働者の代表は、以下の事項に

国家法や慣行に従いバランスの取れた形で参加

し、あるいは雇用者から事前かつ適時に意見を

求められる:

(a) 安全と健康に有意に影響するかも知れな

い任意の方策;

(b) 第 7条の箇条 (1)、及び第 8条の箇条 (2)

で述べられた労働者の任命、また第 7条の

箇条 (1)で述べられた活動;

(c) 第 9条の箇条 (1) と第 10条 で述べられ

た情報;
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(d) 適切な場合、第 7条の箇条 (3)で述べられ

たその事業体や施設の外部の適格なサー

ビスや人の協力;

(e) 第 12条で述べられた訓練の計画と組織化。

(3) 職場における安全と健康に特定の責任を持つ労

働者の代表は、労働者に対するハザードの緩和

や危険源の除去のために適切な方策を講じるこ

とを雇用者に求め、またそれを意図した提案を

雇用者に提出する権利を持つ。

(4) 上記の労働者や労働者の代表は本項に関連する

活動を理由として不利益を被ってはならない。

(5) 雇用者は職場における安全と健康に特定の責任

を持つ労働者の代表が報酬の減額なしに適時職

場を離れることを認め、またそのような代表者

がこの指令によってもたらされる権利と役割を

実行するために必要な手段を与えなければなら

ない。

(6) 労働者やその代表は、雇用者が講じた方策や用

いられた手段が職場における安全と健康を確か

とする目的で不適切であると判断した場合、国

家法や慣行に基づいて職場における安全や健康

の保護に責任を持つ機関に訴える資格を持つ。

労働者の代表は適格な機関による視察に際して

所見を述べる機会を与えられる。

2.2.8 労働者の訓練 (第 12条)

(1) 雇用者はそれぞれの労働者が特にその作業場所

や職務に固有の情報と指示の形での安全と健康

に関する適切な訓練を受けることを確かとする:

• 新人の時に、

• 職務の異動や変更に際して、

• 新たな機器の導入や機器の変更に際して、

• 新たな技術の導入に際して。

この訓練は:

• 新たな、あるいは変化したリスクを考慮
するように適応させられ、かつ

• 必要であれば定期的に繰り返される。

(2) 雇用者は、その事業体や施設の中で労働に従事

する、事業体や施設の外部からの労働者が、そ

の事業体や施設の中での活動に際しての健康と

安全のリスクに関する適切な指示を受けること

を確かとする。

(3) 労働者の安全と健康の保護の上で特定の役割を

持つ労働者の代表は適切な訓練を受ける資格を

持つ。

(4) 上記の訓練は労働者や労働者の代表の負担によ

るものであってはならない。

箇条 (1)の訓練は勤務時間内に行なう。

箇条 (3)の訓練は勤務時間内に行なうか、国家

法や慣行に基づいて事業体や施設の中か外で行

なう。

2.3 労働者の義務 (第 13条)

(1) 自らの、また自らの訓練と雇用者に与えられた

指示に従った作為や不作為の影響を受ける他の

人の安全と健康に可能な限り注意を払うことは

それぞれの労働者の責任である。

(2) このため、労働者は特にその訓練と雇用者から

与えられた指示に従い、

(a) 機械類、装置、工具、危険な物質、搬送機

器、その他の生産手段を正しく使用する;

(b) 支給された個人用防護具を正しく使用し、

使用後は所定の場所に返却する;

(c) 例えば機械類、装置、工具、プラント、ま

た建屋に取り付けられた任意の安全デバ

イスを切り離し、変更し、あるいは取り

外すことを慎み、そのような安全デバイ

スを正しく使用する;

(d) 安全と健康への深刻で切迫した危険を示

すと判断する合理的な理由がある任意の

作業状況、また保護手段の任意の欠陥に

ついて、雇用者や労働者の安全と健康に

関する特定の責任を持つ労働者に即座に

通知する;

(e) 職場における労働者の安全と健康の保護

のために当局から出された任意のタスク

や要求を実施できるようにするために必

要となるかも知れない限り、国内慣行に

5
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従って雇用者に、また労働者の安全と健

康に関する特定の責任を持つ労働者に協

力する;

(f) 労働環境や労働条件が安全でありその活

動の範囲内で安全や健康へのリスクをも

たらさないことを雇用者が確かとするた

めに必要となるかも知れない限り、国内

慣行に従って雇用者に、また労働者の安

全と健康に関する特定の責任を持つ労働

者に協力する。

2.4 その他の規定

2.4.1 健康調査 (第 14条)

(1) 労働者が労働で受けるその健康と安全のリスク

に対して適切な健康調査を受けることを確かと

するため、国家法や慣行に基づいた方策を導入

する。

(2) 上記の方策はそれぞれの労働者が希望すれば定

期的に健康調査を受けられるようにする。

(3) 健康調査は国家保健システムの一部として提供

されても良い。

2.4.2 リスク・グループ (第 15条)

特に敏感なリスク・グループは特に影響する危険

から保護されること。†3

3 個別の指令

この指令と関連して、表 1に示すような個別の指

令で特定の事項に関連するより詳細な、あるいはよ

り具体的な要求が規定されており、該当する場合、

それらの指令に従うことが必要となる。

4 製造業者の対応

この指令は EU内の雇用者に労働者の安全と健康

(労働安全衛生) に関する責任を負わせるものであ

†3 https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/

groups-risk では、若年者、女性、妊産婦、高齢者、障害者、
移民などに、また呼吸器系疾患、アレルギー、メンタルヘルス
などに言及されている。

り、そのような環境で使用される機器の製造業者に

直接関係するものではない。

だが、そのような機器の製造業者も労働安全衛生

の上で大きな役割を持ち、一般にこの指令の目標に

関連して例えば次のような事項の考慮が必要となる

かも知れない:

• 機器の設計、製造、販売を含む全段階で使用者
の安全衛生に適切に留意する。このため、

– 安全性を考える際、次のような要因も考

慮する:

∗ 通常の使用状態のみでなく、輸送、設
置、調整、点検、保守、解体などを含

む全ライフサイクル;

∗ 他の機器との組み合わせを含む、様々
な使用方法;

∗ 意図する使用と予見可能な誤使用;

∗ 様々な使用環境;

∗ 様々な性質の労働者。

– 安全衛生について深い認識を持つ、その

種の機器の設計を熟知した者が、機器の

設計や検証で適切な役割を果たすように

する。

– 機器の安全性の確認のための体制を確立

し、確認の記録を残す。

– 可能な限り本質安全設計を用いる。

– 危険な箇所を露出させないように適切に

防護するとともに、そのためのガードは

容易に外せないように、かつ/もしくは外

したままでは機器を動作させられないよ

うにする。

– 安全装置は製品のライフサイクルにわた

る確実な動作を期待できるもの、特に危

険側の障害を起こす可能性が非常に低い

ものとし、また容易に無効化†4できないよ

うにする。

– 人間工学的原則、また該当する場合は個

人用防護具の着用などの制約も考慮して、

操作しやすく、作業上の誤りを起こしに

くく、作業者に与えるストレスが小さい

ようなものとする。
†4 例えばガードが開かれていることを検知するマグネット・
スイッチに鉄片を貼り付けて無効化する、両手操作デバイスの一
方のスイッチに重しを置いて片手で操作できるようにする、の
ような。
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No. 対象 指令

1 作業場所 89/654/EEC

2 作業用機器の使用 2009/104/EC

3 個人用防護具の使用 89/656/EEC

4 荷物の手での取り扱い 90/269/EEC

5 表示機器を用いた作業 90/270/EEC

6 発癌性物質や変異原性物質への曝露 2004/37/EC

7 生物学的因子への曝露 2000/54/EC

8 仮設や移動式の建設現場 92/57/EEC

9 安全衛生標識 92/58/EEC

10 妊娠中の労働者、及び産後や授乳中の労働者 92/85/EEC

11 掘削による採鉱 92/91/EEC

12 露天や地下での採鉱 92/104/EEC

13 漁船上での作業 93/103/EC

14 化学的因子への曝露 98/24/EC

15 爆発性の雰囲気 1999/92/EC

16 振動への曝露 2002/44/EC

17 騒音への曝露　 2003/10/EC

18 電磁界への曝露 2004/40/EC

19 人工光放射への曝露 2006/25/EC

20 電磁界への曝露 2013/35/EU[2]

表 1: 個別の指令

– 労働者に余計な負担をかけ、あるいは危

険を与えるかも知れないような作業を行

なわせることを避ける。

– 作業速度、操作位置などは人に合わせら

れるようにすることを考慮する。

– 保守点検を容易に、また安全に行なえる

ようにする。

– 部品や材料の安全衛生への影響を検討し、

生産時にその性質や重要性に応じて適切

な管理、例えばそれが必要と判断された

ものに対するより厳格な調達管理や受け

入れ検査の実施などを行なう。†5

• 機器とその使用に関連する安全衛生に関係する
情報を関係者に提供する:

†5 例 え ば https://www.youtube.com/watch?v=

2TJEzdqtXlQ のブレーカー、https://320volt.com/en/

cakma-kondansator/ のコンデンサ、様々なモジュールや半導
体部品などを含め、様々な部品の偽造品が流通しており、その
ような偽造品の混入は少なくとも機能上や信頼性上の問題を、
そして場合によっては直接的な危険を招く (例えば偽造品のブ
レーカーはおそらく過電流でトリップせず、またしばしばそれ
自身が発火などの事故を生じる) 可能性がある。

– その機器の輸送、設置、使用、清掃などを

適切かつ安全に行なうために必要な全て

の情報、また行なってはならないことを

添付文書に記載し、またそれが適切な場

合は機器自身の上にも表示する。

– その機器に関連するリスク、またその回避

や低減に関する情報を提供する。

– 必要な、あるいは推奨される訓練につい

ての情報を提供し、また必要であれば訓

練を提供する。

– 個人用防護具†6の使用が必要、あるいは推

奨される場合、その個人用防護具の情報

を、またその情報が有用な場合はその使用

が必要/推奨される理由やそれを正しく使

用しなかった場合のリスク、過剰な曝露を

受けた場合の対処などの情報を提供する。

– 保守点検が必要な場合、それに関する情

報、またそれを製造業者以外が行なう場

†6 例えば防塵/防毒マスク、イヤーマフや耳栓、レーザー保護
眼鏡、耐熱手袋など。
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合はそれを適切かつ安全に行なうために

必要な情報を提供する。

– 意図した対象者が理解可能な言語、また

理解の能力に留意する。

勿論、機器の多くは低電圧指令 2014/35/EU[3]、

機械指令 2006/42/EC[4]、医療機器規則 Regulation

(EU) 2017/745[5]、体外診断用医療機器規則 Regu-

lation (EU) 2017/746[6] などの安全に関する要求を

含む指令や規則の対象となるであろうし、この種の

事項はある程度まではそのような指令や規則の、ま

たそれらに関係する安全規格への対応の一環として

も行なわれることになるであろう。
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